
１　事業実施の方針

  全ての子どもの権利の実現のため、子どもの最善の利益を優先しながら、「家庭養育原則」のもと社会全体で子ど
もを育てることで、子どもそれぞれの多様な生き方が尊重されて自ら未来を切り拓けるよう、子どもの育ちを支援す
る相談援助事業を行い、全ての子どもが健やかに成長していく社会の実現に寄与することを目的とする。
　そのために、児童福祉法第6条の四に規定する里親に関する事業、出産及び子どもの育ちと健康に関する相談援助事
業、その他子どもと家族に係る相談支援等を行う。
　設立次年度となる令和５年度は、里親リクルートの広報啓発活動を重点的に行い、里親登録に結び付けたい。
　また、引き続き里親家庭への支援事業にて、里親に対して事業説明を行い相談支援をしていきたい。

令和５年度事業計画書

令和５年４月１日から令和６年３月31日まで

特定非営利活動法人子どもリエゾンえひめ　

【事業名】愛媛県における里親リクルート・相談支援事業の実施

１　里親リクルートの広報啓発活動講演会
（1）日時　2023年6月4日（日）
（2）場所　愛媛県松山市若草町８番地２　松山市総合福祉センター１階大会議室
（3）参加者　200名（一般、福祉・教育関係）
（4）内容　子どもをとりまく現状と里親制度
　　　　講師　木下あゆみ氏（四国こどもとおとなの医療センター小児アレルギー内科医長）
　　　　トーク　山内理事長・射場副理事長

２　里親フォーラム・パネル展
（1）日時　2023年９月30日（土）
（2）場所　愛媛県松山市
（3）参加者　200名（一般、福祉・教育関係）
（4）内容
　　①シンポジウム
　　「里親養育・フォスターケアはどこに向かうのか　～福岡市における１８年間の道のりを踏まえて～」
　　　専門家講演　藤林武史氏（西日本こども研修センターあかし　センター長）
　　　パネルディスカッション　山内理事長・西﨑副理事長
　　②パネル展　情報掲示・啓発のためのクイズラリー

３　効果的なリクルート手法の実践及び事業に関する調査研究
　　ＨＰやＳＮＳ等のＩＴを使うものや、ポスティング、回覧、学校を通じたチラシの配布等様々な手法を実践し、
　また、事業についての調査研究を行う。

４　子育てサロン開催
（1）日時　2023年6月～24年3月（計10回）
（2）場所　愛媛県松山市若草町８番地２　松山市総合福祉センター５階中会議室外
（3）参加者　既存里親　延べ100名（一般）
　　　　　　　各回10名程度
（4）内容　子どもに関する相談・情報提供。里親会と連携して開催する。
　　　　　　名称「リエゾンカフェ」（仮）
　　　　　　　アドバイザー　子どもリエゾンえひめの理事・正会員等
　　　　　　　　　　　　小椋　史香氏・武智　恵子氏
　　　　　　　　　　　　助産師・看護師・保育士等で協力頂ける方

５　出前講座開催
（1）日時　2023年6月～24年3月（計10回）
（2）場所　愛媛県松山市　出前先会場又は松山市総合福祉センター
（3）参加者　延べ100名（一般、福祉関係）
（4）	内容　里親制度の普及啓発・情報交換
　　　　　　　講師　事務所ソーシャルワーカー又は理事
　　　　　　　　　　　　 山内　幸春
　　　　　　　　　　　　 西﨑　眞理
　　　　　　　　　　　　 射場　和子
　　　　　　　　　　　　 塩崎　千枝子
                         石丸　世志



６　養育相談
（1）日時　2023年４月～24年３月　通年
（2）愛媛県松山市平和通２丁目１番２号　子どもリエゾンえひめ事務所
（3）参加者　　約300人（電話・来所相談）
（4）内容　既存里親からの里親養育関係相談、里親意向者からの相談対応・制度説明・アセスメント実施

　　A電話相談
     相談時間　月～金（祝日、年末年始除く）9：00～12：00　13：00～16：00
     うち、ボランティア相談員による相談
     月～金　10：00～12：00　13：00～15：00
　　　ボランティア相談員不在の時間帯は事務所ソーシャルワーカーが対応する。

　　B来所相談（予約制）
　   相談時間　月～金（祝日、年末年始除く）9：00～12：00　13：00～16：00
     ソーシャルワーカー等による相談（予約制）
     事務所ソーシャルワーカー不在の時はボランティアソーシャルワーカーが対応する。

     ボランティアソーシャルワーカーによる相談
     月～金　10：00～12：00　13：00～15：00
　　　　　　　　　　　　　山内　幸春
                          石丸　世志



２　事業の実施に関する事項
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